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時効の完成猶予・更新に関する規律の在り方



これまでの議論を踏まえた基本的な方向性と検討のポイント
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対象債権の消滅時効との関係で、消費者の権利行使の機会を確保する必要があ
る場合に時効の完成猶予等の適用を受ける方策について検討する

基本的な方向性

検討のポイント

①消費者の権利行使の機会を確保する必要がある場合について、一段階目の
手続の請求棄却判決の場合を含める必要があるかなど、更に検討すべき

②現行の特例法第38条が届出債権を対象としていることとのバランスを踏まえる
べきではないか

【関係する主な意見】
〇例えば実体的な権利関係がないということで棄却されたような場合にも、その部分を個別訴訟で再び争うということ

でいいのかどうかは気になる。支配性等の関係で特例法による救済は受けられないけれども実体的な権利関係は
否定されていないということは必要ではないか

〇共通義務確認訴訟の提起を時効の有利に援用して時効の完成猶予を主張するというのであれば、その結果につ
いても引き受けるべきと考えると、棄却の場合に時効の完成猶予の効果を主張し、権利の存在をなお主張すること
を認めるというのは、やはり説明が難しい

〇団体が訴訟提起をして、対象消費者について一律に時効の完成を猶予されるということになると、事業者としては、
保管している取引関係文書を保存していく必要が出てくるなど企業側では負担があるという点も検討する必要があ
るのではないか

〇現在の時効の完成猶予の特則は、一段階目で共通義務が確認されて、二段階目で届出という形でこの制度を使っ
て権利行使をするという場合に、時効消滅でこの制度を使うことができないということに対して対応するものである
ところ、それとのバランスを考える必要がある
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（参考）現行の特例法第38条の規律のイメージ

新たに時効が進行

（共通義務確認の訴えを
提起した時に、裁判上の
請求があったものとみな
す）

【二段階目】
債権届出

一段階目で請求認容判決後に、二段階目で消費者の対象債権が確定した場合

起算点

【一段階目】
訴え提起

【二段階目】
消費者の権利確定

【消費者】

【団体】 【一段階目】
請求認容

時効期間
満了

完成猶予 更新

①一段階目の手続が提起された場合、事業者としては、対象債権が後に請求がされることが
認識できるとともに、②簡易確定手続開始決定の申立期間や届出期間が定まっている以上、
いつまでも時効の完成猶予等の可能性が残るとはいえず、過重な不利益を生じさせるという
こともない



検討のポイントの敷衍
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 消費者の権利行使の機会を確保する必要がある場合とは、（Ａ）自身の権利の
実現を団体の活動による共通義務の存否の実体判断の帰趨に委ねようとして
いた消費者が、（Ｂ）共通義務について実体判断がなされないか、（Ｃ）特例法上の
手続において自身の権利を行使する機会が確保されず、かつ、（Ｄ）時効によっ
て自ら権利行使する機会も失う場合と考えられるのではないか
→ⅰ）一段階目の手続が却下・取下げにより終了した場合、ⅱ）二段階目の手

続の開始の申立てがなされなかったとき、ⅲ）当該申立てが取り下げられた
ときに、対象債権の時効消滅が問題となる場合を対象とすることになるので
はないか

検討のポイント①について

団体の活動に委
ねようとしていた
（Ａ）

実体判断がされ
ない（Ｂ）

一 段 階 目 の 手
続：却下、取下げ

特例法上の権利
行使できない（Ｃ）

二 段 階 目 の 手
続：申立てなし、
申立取下げ

団体の活動に委
ねた結果

一 段 階 目 の 手
続：棄却、和解
（※）

団体の活動に委
ねていない

一段階目の手続
の終了を待たず
に自ら提訴

イメージ図

権利行使の機会
を確保する必要
がある場合

権利行使の機会
を確保する必要
がない場合

※認容及び和解の場合で、二段階目の手続が進行し、債権届出がなされた場合は特例法第38条の適用対象となる



検討のポイントの敷衍
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 検討のポイント②について、特例法第38条とのバランスを踏まえると、消費者
が個別訴訟を提起する場合に限り完成猶予を認めることが考えられるのでは
ないか

【関係する主な意見】
〇二段階目の授権まで行かずに終結した場合において、手続に参加することも念頭に置いて個別の提訴を見合わせ
ていた対象消費者がいるとすれば、そういった対象消費者の利益を保護する必要がある

〇この制度が実際に発動するならばそちらにのせるのが望ましいというタイプのもので、いざというときに備えて個別
に訴え提起しなければならないということにする必要はないといえる点、また、個別の消費者が権利行使をしている
わけではないが、いわばそれを背負って団体がこの手続を起こして、それに対して相手方はその手続に応じて対応
していくという点で、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に類似する

〇団体が訴訟担当ではないけれども類似の機能を果たしていること、また、個別の消費者による訴訟上の請求という
形での完成猶予が極めて困難と考えられることなどから、政策的に時効の完成猶予を認めるというような発想はあ
り得る

検討のポイント②について
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検討事項

検討事項

１．ⅰ）一段階目の手続が却下・取下げにより終了した時

ⅱ）団体が二段階目の手続開始の申立てをしなかった場合における当該申
立期間の満了時

ⅲ）団体が二段階目の手続開始の申立てを取り下げた場合における当該取
下げの時

のいずれかの時から６箇月を経過する時点までに、消費者による対象債権
についての訴えの提起があったときは、当該対象債権について、時効の完
成猶予及び更新との関係では、共通義務確認の訴えが提起された時に裁
判上の請求があったものとみなす旨の規律を追加してはどうか

２．例えば、時効期間満了後一段階目の手続が却下等により終了するまでの間
に、消費者自ら訴訟を提起する等の行動をしていないが、事業者から消滅
時効の援用等をされた場合については、自身の権利の実現を団体の活動
による共通義務の存否の実体判断の帰趨に委ねようとしていたことに変わり
はないから、上記１．の条件を満たす場合には、共通義務確認の訴えが提
起された時に裁判上の請求があったものとみなされる結果、完成猶予・更新
の適用を受けることになると考えられるのではないか
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検討事項に基づくイメージ（１）

前回示したイメージのＡの場合を踏まえると、検討事項記載の案による完成猶予
の有無は下記のようなイメージとなる

Ａ）時効期間満了時点 棄却／和解

× ×
一段階目が棄却・和解
で終了した場合

×
一段階目が却下・取下
げで終了した場合

二段階目の開始申立て
がなされなかった場合

二段階目の開始申立て
が取り下げられた場合

却下／取下げ

×

×

認容

×

申立期間満了時点

×

×

認容

×

申立

×

取下げ

６箇月

〇
６箇月

〇
６箇月

×

〇
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検討事項に基づくイメージ（２）

前回示したイメージのＢの場合を踏まえると、検討事項記載の案による完成猶予
の有無は下記のようなイメージとなる

棄却／和解

×
一段階目が棄却・和解
で終了した場合

一段階目が却下・取下
げで終了した場合

二段階目の開始申立て
がなされなかった場合

二段階目の開始申立て
が取り下げられた場合

却下／取下げ

〇 ×

認容

×

認容

×

申立

〇

Ｂ）時効期間満了時点

６箇月

６箇月

〇

取下げ

申立期間満了時点

６箇月



個別訴訟係属
中の完成猶予 11

（参考）検討事項に基づくイメージ（再掲）

起算点

一段階目で、例えば却下判決確定時に、消費者の対象債権が（Ａ）
時効期間満了後、または、（Ｂ）時効期間満了直前の場合

【団体】

【消費者】

【一段階目】
訴え提起

【一段階目】
却下判決確定等

【一段階目】
訴え提起

【一段階目】
却下判決確定等

（A）

（B）

（A）

６箇月

６箇月

時効期間満了

完成猶予

【個別訴訟】
訴え提起

【個別訴訟】
訴え提起

個別訴訟係属
中の完成猶予

完成
猶予



簡易確定手続開始の申立義務・通知義務
を免除する範囲等
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これまでの議論を踏まえた検討事項
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検討事項

① 二段階目の手続の開始申立て義務が免除される「正当な理由」の解釈と
して、同要件に該当する場合を明確化することとしてはどうか

（例）・事業者について破産手続開始決定がなされた場合

・消費者が得られる回収額が消費者が負担することとなる費用を下
回ることが客観的に明らかな場合
・消費者全体の被害回復がなされたことが明らかな場合

② 通知・公告義務が免除される場合、授権契約を拒絶・解除できる場合に
ついて、基本的に①と同様に解釈を明確化することとしてはどうか

③ 二段階目の手続の開始申立ての申立期間について、不変期間を３か月
に延長することとしてはどうか

【関係する主な意見】
〇基本的には団体に判断を全面的に委ねるのではなくて、一旦申立てをさせた上で、取下げの裁判所の許可の判断の

柔軟化のほうで対処することが望ましい。その前提として、いずれにせよ取下げなり申立てをしなくてよい正当な理由
というのは、客観的な判断ができるようにより明確にしておく必要がある

〇二段階目の手続の申立義務・免除の範囲等について、可能な範囲で明確化したほうがいい。理屈の問題として、取
下げが許容される場合について、初めからその事情が判明していれば申立義務も免除されていいのではないか

〇申立期間について、１か月が短過ぎるのではないかというのは前回も議論があったとおり。不変期間とするかどうか
については、正当な理由を団体が判断をしなければならないとなれば、当然判断に必要な情報を収集する等の関係
で、不変期間となった場合には非常に窮屈なことになるので、ある程度柔軟に延長できるようにしておかないと難しい
ことになるし、一方で、一旦申立てはさせた上で裁判所の取下げでということであれば、ある程度不変期間のままで
統一しておいてもそれほど不都合はないということになるのではないか

〇申立期間について、現在１か月ということで、これはかなり厳しいのではないかということがあるすると、これを延長す
る、あるいは不変期間という性質を改めて裁判所の判断による延長を可能にするといった一定の柔軟化は引き続き
考えていいのではないか



その他
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これまでの議論を踏まえた検討事項
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検討事項

① 簡易確定手続における記録の閲覧・謄写等の在り方について、閲覧・謄写
等の主体を当事者及び利害関係人に限定する方向としてはどうか

② 消費者への支払方法について、典型的な方法として、団体が一括して事
業者から支払を受け、個々の対象消費者に交付する方法が想定されるこ
と、及び、その方法による場合の個々の対象消費者に対する振込みに係
る手数料について、損害賠償請求本体における損害として又は特例法第
３条第１項柱書の「附帯する・・・費用」として共通義務確認の訴えにおける
請求の対象に含められることを解釈として明確化することとしてはどうか

【関係する主な意見】

〇基本的には閲覧ができる主体を制限する方向で考えるほうが妥当であり、この場合、対象消費者相互の関係は基
本的には利害関係はないと考えられる

〇同種の事件が起きた場合に参照できるといったことは重要だという気もするので、訴訟記録全体の閲覧を関係者に
限定するというのではなくて、例えば、氏名や住所などの個人情報は別の文書にした上で、原則として、これは申立
てによらずに閲覧できないようにするといったことも考えられるのではないか

〇消費者への金銭の支払い方法について、一応のデフォルトのルールがあることが望ましいのではないか。デフォル
トルールとしては、全体を一括して事業者から消費者団体に支払う、消費者団体が報酬を控除した上で消費者に
支払うというもので、その際の決済費用については、通知・公告に関する費用負担の在り方と同様に事業者と消費
者団体の間の分担の在り方について考えるというのが適切なのではないか
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